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寒中お見舞い申し上げます。
いかがお過ごしでしょうか。昨年は東 日本大震災があり、原子力発電所の津波被害にも、皆様

は様々な被災地支援を行われたことでしょう。私たちも被災地支援 としてのホットラインを担当
したり、現地での相談電話に入つたりしています。

今年度の日常的な活動についてお知らせ します。

相談事業では、日常的に相談業務をしていますが、その他 として、昨年 2月 ～ 3月 に性被害者
やDV被害者のための内閣府主催のパープルダイヤルの一部を担当しました。それに引き続いて、
4月 からNPO法 人全国女性シェルタニネットは民間団体の助成金を得て、 24時間無料ホット

ラインを開設 しています。全国のDV被害者支援団体がホットラインを受けています。山口女性
サポー トネットワークもそれに加わっています。頻繁にかかってきます。

自立支援事業では、パソコン教室を開設 しています。また、今年度も山口県配偶者等暴力被害

者自助グループ委託を受けています。仲間と話 し合 うことは様々な変化を起こします。これまで、

相談員にしか語れなかった身の上話を自助グループで話すことで自信がついた人もいます。また、ら
夏に古民家で合宿 しました。合宿は大変好評で したので、 2月 に再度合宿をする予定でいます。
グループで話せない人には、個人的にケアをする時間を取つています。定期的に個人ケアを希望

されるケースもみりますので、かなりの需要があることがわかります。電話だけでは話がややこ
しくなる場合には会って話をするようにしています。顔が見えるので、信頼関係もできて効果的
だということがわかりました。急激な変化は期待できませんが、 1回に2時間程度話し込んでい
くうちに少しずつ元気になって問題解決に向かわれるようです。一人ずつの面接から自助グルー

プヘの移行をも可能になつた人もいます。

啓発事業ですが、山口県男女共同参画協同事業に応募し、受託となりました。この事業では、
介護事業者に向けての「DV被害者を理解するセミナー」を計画しました。DV被害者のことが
よくわかったと好評でした。また、各種団体が実施している研修会の講師として派遣されました。
今年度の特徴としては、若者に向けた「デー トDV防止教育」を行つています。これまでに山口

県や宇部市からの依頼で、高等学校、専F5学校、大学で実施してきました。DV防止としては、
若者への教育が最も効果的だといわれています。 3月 までに何校かでの実施予定です。
研修事業では、毎年行われている全国シェルターシンポジウムに参加しました。また、内閣府

主催のデ‐ 卜DV防止教育研修会、全国女性シェルタ∵ネット主催の「DV被害者支援の研修」、
NPO法人レジリエンス主催の「ファシリテーター養成のための心のケア講座」に参加 していま

す。研修会に参加することで、被害者支援やDV防止教育に活用しています。
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設立から、ちょうど10年

医学の分野では、症例報告というものがあって、稀な疾患や治療に苦慮した症例などを、日本

語や共通言語の英語で論文として報告している。誰もが自験例の治療に、各地の、各国の治療経

験を参考にすることができる。こういう背景も一因となって、医療機関での治療法は均一化され

ている。

単行本と比較して、論文のいい点は、編集委員会の査読と指導によって、その内容の科学性が

検証されていること。今や、インターネットが普及して、誰でも検索でき入手できること。余談

だが、面白いことに、日本の雑誌でも、米国や英国の雑誌でも、論文の書き方は驚くほど似てい

る。

日本のDV論文の多くは、大学人による論文が多い。内閣府や各地の行政は多くの調査報告書

を作成しているが、事例の検証に基づく報告書は、個人情報保護を強調するために出にくいだろ

う。

日本全国には 100施設近くもの民間シェルターが活動している。民間シェルターは行政よりも

早い時期から活動を開始していて、膨大な量の「治療経験」力`ある。人事異動がないために長い

期間にわたり当事者たちと関わり、10年後、20年後の「予後」をみている。こうした比較から

みても、民間シェルターには多くの知見がある。

全国シェルタニシンポジウムや NPO法人全国シェルターネットがあって、関係者が全国レベ

ルで連携し、情報交換、人的交流があるのだが、部外者には、まつたくといつていいほど、その

実際の活動がみえてこない。この点は、犯罪被害者支援活動とよく似ている。守秘性が高いため

に閉鎖的なのだろうが、多くの人の理解や協力を得ていく上で、これでいいのかなと多少疑間に

思う。

国際 Safc Corlmlllnity会議にはViolcncc(暴力)の分科会があり、DVも論議されていた。こう

いう国際会議に毎年参加して、他の国で、どのような取り組みがなされているのか知ることも必

要だろう。

山口女性サポー トネットワークが設立され、活動を開始したのは2002年 1月 。ちょうど10年

が経過した今、活動の方向性について思うところである。

パープル・ホットライン 0120‐941‐826

24時間ホットラインです。災害や性暴力など、思わぬ困難や被書に直面したとき、いつでも、

女性への暴カホットライン

電話・FAXによる相談窓口

TEL(0836)37■‐5611

月。火・水 13100～ 16:00*秘密厳守します

手紙による相談窓日   〒759-0204宇部東割郵便局 私書箱3号 山口女性サポーポートネットワーク



山口県男女共同参画協働事業

介護事業者のためのDV被害者を理解するセミナー

山口県男女共同参画協20J事業「DV被害者を理解するセミナー」をl14口 県と協働で実施しました。

平成 23年 12月 10日 10:00～ 16:30 山ロセミナーパーク

講師 :石本宗子氏 (久留米市男女平等推進センター 相談コーディネーター)

<基礎講座 IDVについて知つていますか〉

DVは長い間、個人的なこと、夫婦喧嘩、痴話げんかとされ、社会問題・犯罪と思われてこなかつた。

そのため被害は潜在化し、被害者は誰にも助けを求めることができず、孤立した状態に置かれてきた。世

界的には 1970年代から、日本では 1995年の世界女性会議を契機に、DVは当事者だけでは解決が困難で、

適切な介入、地域 。社会全体の取り組みが必要な問題であるとの認識が広がり始め、2001年 に日本で初め

て「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)力 制`定され、2004、 2007年と

2回の改正が行われた。

DVと は、親密な関係における男女間において起こる身体的、精神的、性的、経済的、社会的な暴力を

いう。身体的暴力の被害者の多くは女性で、3日 に 1人の女性が夫に殺され、 2日 に 1家族以上が事件に

巻き込まれている。暴力を振るう夫たちは、年齢、学歴:職業、社会的地位も何も偏 りなく、「普通の男

性」である。固定的な性別役割意識が強く、妻に対して所有物・従属物意識を持つている。

妻は、被害者であるにもかかわらず、自分が悪いのではないか等、自己評価が低下し、エネルギーを奪

われている。相手の管理・支配の中で、経済的な自立も狭められ、常に強い恐怖心や脅え、不安感を持ち

ながらの生活で深えなス トレス状態にある。

子どもべの影響も大きく、子どもは大人が思つている以上に敏感に両親の問題に反応している。DVが

起こつている家庭の多くでは、子どもも暴力の直接の対象になつていることも多く、また、暴力を目撃す

ること、荒れた家で暮らす環境等から、後々までも心理面に影響し、様々な異常行動へと繋がつていく。

〈応用講座 :DV被害者を職場に受け入れたときの対応〉

先ず、被害者のとらえ方として、被害者は「困つた人」ではなく、「困つている人」であること、暴力

はふるうことを選択している加害者の責任であつて、被害者にも悪いところがあるのではという偏見を持

たないことを再認識 したい。さらに、何よりも当事者の安全確保のためには、守秘義務の徹底が最優先と

される。良かれと思つて本人の了解なしに他の人に相談するなどの行動は慎む。自己決定の尊重、被害の

過小評価、修復を勧める等の二次被害を起こさないような配慮も求められる。何故逃げないのか、離婚し

ないのかと行動しないことを責めることも二次被害になる。エンパワーメン トを応援 し、孤立させないこ

とも重要である。DV被害者本人から申し出があつたことについて、事業所としてできること、できない

ことを明確にして伝える、過剰に反応しない。

く応用講座 :DV被害者が貧困に追い込まれる構造と支援のあり方〉

DV被害者は、加害者と同居しているときには働くことを許容されなかつたり、社会活動や他人との交

流の制限を受けることも多く、そのために社会体験が乏しくなったり、経験やスキルを持ちえず自己実現

する機会を奪われている。暴力の負傷のため、外出したり仕事に行けなくさせ られている。加害者と別れ

た後も、もともと女性の労働環境の厳 しさにカロえ、精神的な トラウマ等で就労が困難であり、長いブラン

クが就労の壁になつたりする。就労できた場合でも、子どもを連れて逃げていることが多く、カロ害者から

の追求を遮断するために居場所を信頼できる人たちにも伝えられないので、子どもが病気の時の介護者を

確保できず、休みがちになり仕事を続けにくくなる。今後の課題として、このような問題を改善し、DⅣ

被害者が経済的に自立できる環境が社会全体で整備されていくことが望まれる。 (文責 :ヤ )



災害を乗り越えて俄z々 後人権 :～暴力の連鎖を断ち切る～
  ‐

第 14回全国シエルターシンポジウム 201lin仙台・みやぎ

全国シェルターシンポジウムは、全国女性シェルターネ ットと民間シェルターとの共同主催で

毎年 1000人 から 2000人 の参加者によつて各地持ち回 りで行なわれています。民間シェルター、

被害当事者、研究者、法律家、議員、行政職員などの参加があります。ここでは、海外のDV被
害者支援や、注 目すべき事業展開、DV防止法の改正にむけての取 り組みが実践報告されていま

す。国や地方 自治体での取 り組みの最新情報もえられます。

今年度の予定であった仙台では東北大地震によつて、開催が危がまれましたが、仙台の民間団

体の踏ん張りで開催に漕ぎつけることができました。基調講演の内容を紹介 します。

■平成 23年 11月 19日 12:30～ 20日 16;15

1基調講測「DV・ 性暴力被害女性への支援～性暴力救援センター・大阪 (SACHICO)開 設 1年の

経験も踏まえて～」

暴力救援センター・大阪代表カロ藤治子 (阪南中央病院産婦人科医師)

性暴力救援センター・大阪 (通称 SACI―IICO)を 2010年に開設 した。24時間体制のホットライ

ンと支援員の常駐による心のケア、女性産婦人科医による診療を提供 している。SACHICOは、

警察への通報、弁護士相談、カウンセ リング、精神科とも連携 し、フンス トップセンター となっ

ている。開設 して 1年で電話は 1463件 、来所件数は 387件。来所者の うち診療は 128人、 レイ

プ強制フイセツ被害 78人 (警察への通報 37人 69.2%)、 性虐待被害 36人、DV被害 6人、その

他 8人だつた。全国に暴力救援センターをつくる必要がある。人件費がかさむので、公的助成が

必要である。


